
 
 
 
 

声明「ロシアのウクライナ侵略を断固非難する」 

 

 ロシアのプーチン大統領は、２月２４日、ウクライナ各地へロシア軍を侵入させ

て攻撃を開始した。主権国家に対する武力による侵略は国連憲章、国際法を踏みに

じる行為であり、いかなる理由であれ許されるものではない。 

私たちは、罪もなき一般市民を殺傷し、いわれの無い理屈で一方的に戦争を仕掛

けたプーチン大統領を断固非難する。ロシア軍は即刻、軍事行動を中止し、ウクラ

イナから撤退すべきである。 

 私たちは、国民の命と健康を守る団体、唯一の被爆国として、人の命を奪う戦争

や核兵器使用で世界の諸国を威嚇するいかなる行動にも断固として反対する。 

 

2022 年 3月 4 日 

東京歯科保険医協会 理事会 

 

東京歯科保険医協会は３月４日、以下の通り理事会声明を発出し、在日ロシア大使館宛に 

送付いたしました。 


